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１．はじめに
「新うどん県泊まってかがわ割」の実施にあたって

本事業における商品の販売及び支援金の申請については、香川県県内
宿泊及び割引支援金申請書類及び本書を確認の上、間違いのないようお
願いいたします。あわせて誓約書に記載のある事項につきましても遵守願
います。なお、本書に記載のない事項につきましては、その都度、事務局
までお問い合わせください。

新うどん県泊まってかがわ割 とは、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大により、深刻な影響を受けた旅行需要を喚起するため

に、旅行会社が販売する旅行商品を利用して、あるいは宿泊施設に

直接宿泊申込をして、香川県内に宿泊する者が支払う旅行代金また

は宿泊料金の一部を助成、または日帰り旅行をする者が支払う代金

の一部を助成する事業を実施することにより、県内観光促進しよう

とするものです。実施事業者として、県の割引支援金交付決定を受

けた補助対象者（以下、「補助対象者」）は、宿泊割引プランを販

売するにあたり、ルールに則った取組をお願いします。

ルールを逸脱した場合、割引支援金のお支払いができない場合があ
りますのでご注意ください。
【本事業への参加条件】

・対象事業者指定申請（事前登録）を行い、事務局の審査により認
可されること。

・香川県及び事務局が決める割引支援金の交付決定額に同意するこ
と。

・クーポン券換金に応じて、月ごとに割引支援金を受領することに
同意すること。
・香川県および事務局が指定する内容で、実績報告を行うこと。
・香川県および事務局が示すスケジュールに沿った取組を行うこと。
・本マニュアルに示す事業内容等に同意すること。
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３．クーポン取扱店舗の登録から清算までの流れ・・・・・
４．クーポン取扱店舗Q&A・・・・・・・・・・・・・・・・
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※本マニュアルは、速やかな事業実施を行うため、変更する場合があ
ります。最新版のマニュアル等については、随時、事務局ホームペー
ジをご確認ください。
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２．「新うどん県泊まってかがわ割について

１．事業概要

３．遵守事項

各業界団体が定める、新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン等を遵
守する施設を利用するなど、旅行割引プランの内容に応じて、新型コロナ
ウイルス感染症対策に適切な対応をとること。
（参考）
業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20210614

香川県内在住の方の県内旅行を対象に、旅行・宿泊代金の助成を行うとともに、
土産物店や観光施設等で利用可能なクーポン券を発行し、観光関連消費の喚
起を図るもの。

（１）旅行・宿泊代金の助成（割引支援金の交付）
① 県内の旅行業者、OTAが取り扱う県内旅行商品や宿泊商品
② 県内の宿泊事業者が直接販売する宿泊代金
※割引支援金は、旅行商品等の半額、ただし1人1泊・回当たり5,000円を上限

とする。
（２）新かがわ割クーポンの発行

①クーポン券の取扱店舗は、県内に所在するGo Toトラベル事業の地域共通ク
ーポン取扱店舗のうち、新うどん県泊まってかがわ割事務局へ参画申込書を
提出し、承認された店舗であること
②発行額は、1人泊・回当たりの旅行代金が2,000 円以上 4,000 円未満の場
合は 1,000円、4,000 円以上の場合は 2,000 円とし、2,000 円未満の場合は発
行しない
※ただし、令和3年7月27日（火）～令和3年8月31日（火）の旅行については、利
用有効期間は、令和8月31日（火）までとします。
【令和3年8月30日（火）の連泊及び8月31日（水）の宿泊については、上記利用
有効期間まで適用】
２．対象期間

宿泊旅行：令和3年7月27日(火)から令和3年12月31日(金)宿泊分まで
※令和4年1月1日(土) チェックアウト分まで
日帰旅行：令和3年7月27日(火)から令和3年12月31日(金)旅行分まで
予約対象期間：令和3年7月27日（火）から令和3年12月31日（金）予約分まで

クーポン券利用対象期間：
令和3年7月27日（火）から1月1日（土）までのクーポン券有効期間内に限る

※新型コロナウイルスの感染状況等によって、上記期日及び地域は変更となる場
合があります。
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３． 新かがわ割クーポン取扱店舗の登録から精算まで

①取扱店舗登録申請（Ｐ４参照）
第一次締切7月19日まで
オンラインでも郵便でも随時登録受け付けております！

②事前配布物（スターターキット）の受取（Ｐ５参照）
スターターキット：マニュアル・ポスター・ステッカー等

③ポスター掲示等の事前準備（Ｐ５参照）
業種別感染症対策ガイドラインの遵守を宣言するポスターを掲示
店頭等に掲示したポスターの写真を事務局へメールにて提出

④新かがわ割クーポン取扱開始（Ｐ６～９参照）
発行店舗印があるか、有効期間内かご確認ください！

⑤受け取ったクーポン券の換金請求（Ｐ１０，１１参照）
締め日は月1回
受け取ったクーポン券と必要書類をお送りください！

⑥事務局より登録口座へ振込
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３． 新かがわ割クーポン取扱店舗の登録から精算まで
①取扱店舗登録について

１．参画の条件

１）Go To トラベル事業の地域共通クーポン取扱店舗（香川県内）で
あることが条件とする
※未登録の場合は、Go To トラベル事業の地域共通クーポン取扱店舗
登録が完了するまで、当事業への登録は保留となります。
２）新うどん県泊まってかがわ割事務局より参画承認を受けた施設で
あること

・申請に必要な書類に必要事項を入力または、記入し以下のいずれか
の方法で申請
１）公式ホームページでオンライン申請
https://www.new-kagawa-wari.com

（エントリーフォームに入力し申請手続）
２）郵送で申請
公式ホームページ（上記）より申請書類一式をダウンロードの上、下
記住所まで郵送
〒760-0017 香川県高松市番町1丁目6-6 甲南アセット番町ビル3階304

「新うどん県泊まってかがわ割事務局」宛
※郵送による申請を希望するにあたって、申請書類一式が必要な場合
には新うどん県泊まってかがわ割事務局までご連絡ください。

・第１次登録締切日：令和3年7月19日（月）
※申請は随時受け付けておりますが、申請からクーポン取扱開始まで
14日程度かかる場合がございます。登録完了後、取扱店舗用マニュア
ル、換金請求書、販売用ツール（ポスター、ステッカー等）など一式
を配送させていただきます。

４．申請に必要な書類 (郵送にて申請する場合のみ）

１）参画申込書兼同意書（様式第1号）
２）情報登録申請書（様式第2号）
３）口座振替依頼書
※公式ホームページでオンライン申請する場合には、申請様式のダウ
ンロードは不要です。 4

２．申請期間

３．登録申請方法



３． 新かがわ割クーポン取扱店舗の登録から精算まで
②事前配布物の受取 ③ポスター掲示等事前準備

ƴ登録申請内容に不備がなければ、事務局より取扱店舗登録証をメー
ルにて送信、スターターキットを郵送にて送付させていただきます。
（申請後14日以内を目安）到着後、ポスター・ステッカーを店頭に掲
示後「新かがわ割クーポン」取扱い開始となります。

スターターキット（同封物一覧）

４）回収クーポン券・換金請求の専用封筒（角３封筒）
※各請求月分最大5枚

５）換金請求書（様式第5号 A4) 

各月請求分最大5枚
※公式ホームページからもダウンロード可能

６） 新うどん県泊まってかがわ割クーポン取扱店舗マニュアル1冊
７） 新かがわ割クーポン（見本）1枚

１）ポスター①
（A3サイズ)

３）ステッカー
(A5サイズ)

※ポスターに必要事項を記入しステッカーとともに店頭の入口など
見えやすい場所へ掲示してください。
（参考）業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20210614

掲ᴖ示したポスター・ステッカーの写真を事務局までメールにて送
信ください。事務局メールアドレス： kagawa-wari@bsec.jp
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２）ポスター②
(A4サイズ)



①お会計（支払い額の提示）

②お客様から新かがわ割クーポン使用の意思表示

③新かがわ割クーポンを受け取り下記を確認（表裏）

④受け取ったクーポン券裏面に利用日と取扱店舗印を記入

・商品・サービスが利用対象か確認
・お客様への請求金額が、クーポン券面額に満たない場合、おつりは
出せないことをご案内
・利用した商品・サービスの返金は不可とご案内

・クーポン券表面に有効期間や発行店舗印があるか確認
有効期間切れや記載がない場合Ÿ利用不可

・クーポン券裏面に既に他取扱店舗名の押印や記入済みでないか確認
押印・記入済みの場合Ÿ二次利用の可能性あり、利用不可(裏面)

・クーポン券が偽造等されたものでないかを確認

・2次利用を防ぐ為直ちに裏面に利用日及び取扱店舗印を押印または記入
※裏面に利用日・取扱店舗印がないと換金不可となります。

入金確認まで大切に
保管してください

月毎に事務局へ
郵送し清算

３． 新かがわ割クーポン取扱店舗の登録から精算まで
④新かがわ割クーポン取扱いについて受取フロー
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⑤ミシン目に沿ってクーポン券を切り離して保管

本券 半券



３ー④．新かがわ割クーポン
(１) 発行形態・券種・有効期間

■発行形態： 紙クーポン券のみ
■発行券種： 券種1,000円のみ

オモテ

ウラ

【取扱い
店舗控】
取扱店舗
様にて入
金まで保
管してく
ださい

【本券】
事務局に
郵送して
清算

受取り後、取扱い店
舗様にて利用日付、
店舗印を記入or押印

必ず半券を切り離してから事務
局へ本券を郵送してください

偽造防止用ニス印刷（隠し文字）

偽造防止効果ホログラム箔加工

券番号

券番号

有効期間内であるか確認

見本

見本

発行事業者
印があるか
確認
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(例) 9月1日から2泊3日宿泊旅行の場合 (例) 9月1日日帰り旅行の場合

３－④．新かがわ割クーポン
(２) 利用有効期間・その他注意事項

１．利用有効期間

宿泊旅行の場合：宿泊日及びその翌日
日帰旅行の場合： 旅行の当日

有効期間 有効期間

9/1 9/2 9/3
9/1

(日帰り)(1泊目) (2泊目)

２．注意事項（クーポン券取扱い※重要）
（１）クーポン券は、取扱店舗での商品の販売又はサービス提供などの取引にお

いて利用可能とする。

（２）クーポン券の有効期間は、旅行商品等における宿泊日及びその翌日(日帰

り旅行商品の場合は旅行催行日)とし、有効期間内に限り利用できるものとする。

ただし、事業開始時に取扱店舗数が少なく、旅行者の利便性が損なわれると認

められる場合には、県と協議の上、有効期間を設定できるものとする。

（３）有効期間の記載が無いクーポン券は、利用不可とする。

（４）クーポン券による支払いで不足する分は、現金等で収受する。

（５）クーポン券に記載の金額以下の利用の場合は、釣銭は渡さない。

（６）クーポン券を利用して購入した商品またはサービスの返金は不可とする。

（７）クーポン券の盗難、紛失、滅失又は偽造、変造、模造等対して、県及び事務

局は責を追わない。

（８）クーポン券の払い戻しや交換、再発行は不可とする。

（９）第三者への販売、譲渡、現金との交換は、禁止する。

（１０）取扱店舗は、利用されたクーポン券の所定の位置（裏面）に、利用日及び

店舗名を記入する事。

（１１）他の取扱店舗の押印又は記入済みのクーポン券は利用不可とする。

（１２）県及び全国の感染症の拡大状況や災害発生等により、クーポン券の利用

を停止することがある。 8

ただし、令和3年7月27日（火）～令和3年8月31日（火）の旅行については、利用有
効期間は、令和3年8月31日（火）までとします。
【令和3年8月30日（火）の連泊及び8月31日（水）の宿泊については、上記利用有
効期間まで適用】



３－④．新かがわ割クーポン
(３) 利用対象にならない商品・サービス
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<送付先>

〒761-8790 香川県高松市郷東町792-9

「新うどん県泊まってかがわ割」事務局配送センター宛

３． 新かがわ割クーポン取扱店舗の登録から精算まで
⑤換金請求について

１）換金請求書の必要事項を記入

２）利用済みクーポン券の本券輪ゴム等で束ねる

送付前に必ずご確認ください
※クーポンの本券と半券を切り離しているか
（半券は、入金まで取扱店舗にて保管）
※本券裏面に利用日、取扱事業者名（店舗名）
を押印又は記入しているか
※換金請求書に書いた枚数と利用済みクーポン
の枚数が合致しているか

・クーポン券は、必ず本券と半券は切り離す
※半券は、入金まで取扱店舗様にて大切に保管してください。

・スターターキットに同封、公式ホームページからもダウンロード可能
・登録番号は、取扱店舗登録証に記載

３）専用封筒にて事務局へ送付

・スターターキットに同封
※専用封筒を紛失された場合は、恐れ入りますが送料を負担いただき配達
確認が出来る方法にて下記住所まで送付お願いします。（事務局までその
旨ご連絡ください）
※枚数が多く専用封筒に利用済みクーポン券が入り切らない場合は、配達
確認が出来る方法の着払いにて下記住所まで送付ください。（事務局まで
その旨ご連絡ください）

４）各締め日から14日以内に登録口座へ振込
・事務局にて、書類・利用済みクーポン券を確認後振込処理
・枚数不一致など不備があった場合は資料の補正や追加提出等に時間を
要するため14日以内に振込ができない場合あり 10

※箱又は封筒に
取扱店名を記入
してください。



３． 新かがわ割クーポン取扱店舗の登録から精算まで
⑤換金請求について 【締め日】

■ 換金請求締め日について

下記のスケジュールに従い、事務局への送付をお願いします。

クーポン利用日 必要書類 締め日 提出方法

7月27日～8月31日
利用分

①換金請求書
②利用済みクーポン

令和3年9月9日（木）
必着

郵送

9月利用分
令和3年10月11日（月）

必着
郵送

10月利用分
令和3年1１月10日（水）

必着
郵送

11月利用分
令和3年12月9日（木）

必着
郵送

12月1日～1月1日
利用分

令和4年1月15日（土）
必着

郵送

11

※令和4年1月1日までクーポンの有効期間はありますので、1月1日利用分
は12月分と共に換金請求してください。
※締め日を過ぎた場合は、次月分として処理をさせて頂く場合がございま
すのでご注意ください。
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新うどん県泊まってかがわ割キャンペーンQ＆A～クーポン取扱店舗～

参加登録について

No Q：質問 A：回答

Q1
クーポン取扱店舗として参加し
たいと考えていますがいつまで
申請できますか。

第一次締め切りは、令和3年7月19日(月）となります。参加は随時受け
付けておりますが、以降の申請となった場合は登録が完了し、クーポン
での精算ができるようになるまで、14日程度いただいております。

Q2
クーポン取扱店舗として参加す
るための条件はありますか。

Go Toトラベル事業の地域共通クーポン取扱店舗(香川県内)であること
と新うどん県泊まってかがわ割事務局に当事業の参加登録を行い、承
認されることとする。

Q3

新規開店した店舗なのでGo 
Toトラベル事業の地域共通ク
ーポン取扱店舗でないのです
がどうしたらよいですか。

まずGo Toトラベル事業の地域共通クーポン取扱店舗登録手続きを進
めて下さい。同時に当事業の登録申請をして頂いても構いませんが、
Go Toトラベル地域共通クーポン取扱店舗登録完了後の承認となります。

Q4
県外の企業ですが、クーポン
取扱店舗として参加できます
か。

参加できます。ただし県内の店舗に限り登録(利用)可能です。

Q5
香川県内に複数店舗を展開し
ていますが、店舗毎に登録申
請が必要ですか。

基本的には、各テナント店舗様毎に参加登録いただくことになります。一
括での登録をご希望の場合は新うどん県泊まってかがわ割事務局まで
ご連絡ください。

Q6

大型商業施設の中に入ってい
るテナント店について、登録申
請及び精算は商業施設にて一
括で行う事は可能でしょうか。

基本的には、各テナント店舗様毎に参加登録いただくことなります。一
括での取扱店舗登録及び換金等ご希望の場合は新うどん県泊まってか
がわ割事務局までご連絡ください。

Q7
いつからクーポン券での支払
いを開始してよいですか。

事務局にて申請内容を確認後、取扱店舗登録証をメールにて送信、ポ
スターやステッカーを郵送します。ポスターやステッカーを店舗に掲示次
第クーポン券での支払いを開始してください。（掲示してある写真をメー
ルにて事務局まで送信ください）

Q8
ポスター・ステッカーを掲示した
写真はどのように送付すれば
よいですか。

ポスター・ステッカーを店頭などに掲示したことが分かる写真を新うどん
県泊まってかがわ割事務局までメールにて送信ください。
メールアドレス：kagawa- wari@bsec.jp
件名： 店舗名 ポスター等掲示写真の送付

Q9
ポスターやステッカーの追加が
欲しいのですがどうしたらよい
ですか。

新うどん県泊まってかがわ割事務局へご連絡ください。

新かがわクーポンの取り扱いについて

No Q：質問 A：回答

Q10
旅行者は、新かがわ割クーポ
ンをどこで受け取るのでしょう
か。

旅行・宿泊商品をどこで申し込みするかによって決まります。
①旅行業者（実店舗）にて申込：旅行出発前に旅行業者より旅行者にて
引き渡します。
②オンライン型の旅行業者（オンライン予約サイト等）、及び宿泊施設に
直接申込：宿泊施設でのチェックイン時に引き渡します。

Q11
新かがわ割クーポンは何に利
用でき、何に利用できませんか
。

新かがわ割クーポンは、旅行中における地域での消費を喚起する観点
から、幅広い業種・業態を対象とする予定です。利用対象外となるものと
しては、換金性の高い金券類、税金の支払い、宝くじ、水道光熱費の支
払い等があります。詳細は、「かがわ割クーポン対象外一覧」を御確認
下さい。(Ｐ９参照)

Q12
クーポン券を受け取った後必
要処理はありますか。

直ちに裏面に利用日と事業所印（店舗印）を押印ください。2次利用を防
ぐ為と換金請求時に必須となります。
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Q13

体験学習付宿泊プランを販売
しています。宿泊施設としても
参画していますが、このプラン
総額に対し、宿泊代金割引と
は別にクーポンでの支払いを
受け付けることはできますか。

宿泊とセットになった体験学習の代金の支払には利用することはできま
せん。

Q14
旅行者が、持参したクーポン券
が破れていますが使えますか。

Ｐ７の偽造防止処理（黄色枠）が判別できた上で券面の面積が5分の４
以上残っていれば利用可とします。判断つかない場合は、事務局までご
連絡ください。

Q15

旅行者が、持参したクーポン券
が本券と半券が切り離されて
いますが受け取ってよいです
か。(テープでとめている)

受け取らないでください。利用できません。

Q16
旅行者が、持参したクーポン券
に有効期間がないのですが受
け取ってよいですか。

受け取らないでください。利用できません。発行店舗（旅行会社又は宿
泊施設）へ問い合わせる様ご案内ください。

Q17
裏面に他店の取扱店舗印があ
るクーポン券は受け取ってよい
ですか。

受け取らないでください。2次利用と区別が付きませんので利用できま
せん。

Q18
既にクーポン券を利用し購入し
た商品等の返品を求められて
います。

返金はできません。

換金請求について

No Q：質問 A：回答

Q19 いつ換金できますか？
月毎の締め日までに換金請求書類を送付ください。スターターキットに
同封してある換金請求書を記入いただき、利用済みクーポン券とともに
専用封筒にて送付ください。（Ｐ１０，１１参照）

Q20
換金請求書の記入を間違えて
しまいました。どうしたらよいで
すか。

公式ホームページの事業者用ページからダウンロードが可能です。

Q21
換金請求書に記入する登録番
号はどこにのっていますか？

取扱店舗毎の番号となり、取扱店舗登録証に載っております。又公式ホ
ームページの店舗情報でも確認できます。

Q22
2か月分まとめて換金請求をし
てもよいですか。

できません。利用月毎の換金となります。配布枚数との確認もあります
ので利用月毎にて換金請求を送付お願いします。

Q23
クーポン券の枚数が多く、専用
封筒に入りません。どうしたら
よいですか。

着払いにて送付頂く事なりますが、一度新うどん県泊まってかがわ割事
務局までご連絡ください。翌月以降の対応を相談させていただきます。

Q24
換金請求書類を送付したが、
予定日を過ぎても入金がない。

新うどん県泊まってかがわ割事務局までご連絡ください。早急に確認し
ます。

<お願い>
公式HPでのキャンペーンバナーの掲載及びリンクをお願いします
※ロゴおよびバナーを作成し、キャンペーン公式HP からダウンロー
ドいただけるようにしています。サイズが合わない場合は、加工いた
だいても構いません。
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MEMO
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第2稿での変更点（令和3年8月6日付）

P2  2.対象期間 予約対象期間の延長
旧 令和3年10月31日（日）予約分まで
新 令和3年12月31日（金）予約分まで

第3稿での変更点（令和3年10月6日付）

既に終了した事項に取り消し線を追加


